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研究成果の概要（和文）： 
 
 今日の産業経済では、１つの製品における要素技術は、多数の異なる特許権者間で分散・
所有されている場合が多いという事実に注目し、要素技術間の関係－結合性・補完性、累
積性など－が企業の R&D 戦略、知財戦略、製品競争戦略に与える影響を理論的、実証的
に考察し、それを基に競争政策、産業政策、知的財産権政策などの公共政策への含意を、
主として日欧米の公共政策の法律とその執行実態の国際比較も含めて明らかにした。 
これらの研究成果は、学会や政策執行に貢献するパイオニア的なものを多数含む。 
 
研究成果の概要（英文）： 
 
 The project has theoretically and empirically analyzed the influences of the 
various relations among “essential technologies” on business behavior such as R&D, 
patenting and product strategies, noting the fact that in actual industries, many 
essential patents in a product are usually dispersed in ownership, and are owned by 
different firms. Also we have examined the implications of those research results 
for public policies like antitrust, industrial policy and intellectual property 
rights policy, taking into account the experiences of policies and laws in foreign 
countries with international comparisons. The project includes higher quality of many 
research results which are likely to contribute to academics and policy enforcements. 
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１．研究開始当初の背景 
 
(1) 多くの産業（特にハイテク産業）で、1

つの製品を構成する要素技術が異なる
企業によって分散所有されていること
が多い。その場合、多様な企業行動が予
想される。しかし、実態は不明である。 

(2) また、この事実を考慮に入れた経済分析
も極めて少なく、実態とその影響（企業
行動への影響と厚生効果）を理論的に、
実証的に解明することが強く求められ
ていた。 

(3) このような分析には、政策やその基にな
る法律面の研究との共同作業が不可欠
であり、欧米に比べてわが国ではこの点
で遅れていた。 

(4) 以上のような、産業実態の解明の必要性
と研究面での課題を考慮して、当プロジ
ェクトを立ち上げた。 

 
２．研究の目的 
 
(1) 要素技術間の関係について、主要な産業

で実態を把握する。そのさい、その計測
方法を工夫・適用する。 

(2) 実態から確認された関係や理論的に可
能な関係を想定して、諸関係が企業行動
そして経済厚生に与える影響を理論的、
実証的に解明する。 

(3) 解明された効果を基に望ましい政策を
提示し、そしてそれを実際の政策や法律
と照合し、公共政策の課題とあり方を議
論する。 

 
３．研究の方法 
  
(1) 欧米の関連研究や政策動向を展望し、そ

れからレッスンを得、そして新たな工夫
を模索する。 

(2) 企業行動（価格戦略、R&D戦略、知財
戦略、合併など）について、理論的なモ
デル分析を試み、そしてまた実証的に検
証する。 

(3) 知財権（特に特許権）の価値やそれらの
間の関係を計量経済学的に計測する。ま
た、事例を実証的に分析する。そのさい、
アンケート調査も試みる。 

(4) 競争法・政策と知財権法・政策との関係
を、欧米の研究者や政策当局者へのヒア
リングも考慮して比較制度的に分析す

る。 
(5) 以上の結果を、適宜国際会議をはじめい

ろいろな機会を設定あるいは利用して
報告し、改善を図る。 

 
４．研究成果 
 
(1) まずこのプロジェクトに関連する既存

の研究について展望しながら問題提起
をしたが、それらはわが国で最初の本
格的なものとして位置付けられる。 

(2) モデルによる理論分析は多くの新たな
知見を提示し、外国雑誌で採択された
ものもあり、有用な成果を出している。 

(3) 実証分析でも、わが国ではじめての分
析も多く、外国雑誌での採択、学会報
告での高い評価、招待講演会に見られ
るように、注目を受けている。 

(4) 法律面での研究も、多数の論文が作成
され、学術報告、講演などを通して発
表されている。 

(5) この３年間で考察された問題について
当プロジェクトが主催した国際ワーク
ショップで報告し、フィードバックを
得た。これらの報告を改善し、まとめ
て本として出版する予定である。また、
このプロジェクトで取り組まれた論文
が投稿中または予定であり、今後も、
査読作業の進行とともに、採択される
論文が出てくるであろう。 

 
 以下では、より詳細に説明する。 
 
① 異なる企業によって保有される要素技
術を結合する製品分野では、企業は、自主的
に合意を図りながら技術の標準化を実現す
る傾向にある。そのさい、企業は、協調しな
がら標準化を進める領域（「非競争領域」）と、
独自の差別化によって競争優位を獲得しよ
うとする領域（「競争領域」）に分けて行動し
ている（「スプリット型コンセンサス標準
化」）。主要な事例の詳細な考察を通して、こ
うした戦略・プロセスとその競争政策への含
意を詳細に明らかにした。この戦略が当該産
業の競争・経済厚生、そしてまた競争政策や
産業政策にどのような影響を与えるか、につ
いて従来分析が不十分である。ここに焦点を
当て、産業メカニズムを解明し、分析上、政
策上の問題提起をしたのは本プロジェクト
の貢献の 1つである。 



 
② わが国ではじめて大規模なアンケート
調査（20 社のインタビュ調査も含む）を実施
し、標準化に対する企業の評価を考察した。
評価は産業間や企業間で大きく分かれてい
るが、それは標準化、そしてその背後にある
技術間の関係や市場競争が作用しているこ
とを反映している。本研究は、内外から高い
注目を受けている。 

並行して、特に、標準化が当該産業の価格、
革新、そしてまた企業成果に与える影響を、
スプリット型コンセンサス標準化の代表例
であるデジタルカメラを取り上げ実証的に
考察した。標準化が、価格低下、費用低下、
革新（したがって経済厚生の上昇）をもたら
し、そしてまた利潤率の上昇に寄与したこと
を確認した。本研究は国際的にもはじめて検
証したものであり、そして競争政策における
「合理の原則」を支持している。 
 
③ 標準化は、「公認標準化組織」や任意に
設立される「特許プール」（併せて「標準組
織」）などによって合意を図りながら進めら
れる。合意形成は協調であり、競争政策上問
題となる共謀と排除の可能性を含むために、
標準組織と競争政策の関連が注目されるが、
欧米の競争法事件の考察から大きな政策的
課題であることを明らかにした。    

また、現代の市場経済では、企業間競争と
強制（公的規制）だけではなく、「企業間協
調」も重要な調整メカニズムとなっているが、
その代表が標準組織である。本研究は、市場
経済における協調原理による調整メカニズ
ムの研究の重要性も提起している。 
 
④ 近年注目されている「社会ネットワーク
分析」を援用した特許情報学の手法を用いて、
特許の藪が存在するか否かの判断を行うた
めの尺度について考察を加えた。そこでは
Clarkson が提起した尺度に基づきながら、
ARIB 特許プールにおいて特許の藪が存在す
るか否かを検討した。その帰結は、Clarkson
の帰結と異なり、プール特許や “snowball 
sample”のネットワークにおける引用密度は
“complete universe”のネットワークにおけ
るそれよりも「密で」あるものの、プール特
許の引用密度は“snowball sample”のネット
ワークにおけるそれよりも「疎で」あること
が示された。           
 しかし、この帰結は ARIB特許プールがも
っぱら必須特許のみを収集したという性格
に起因する。実際、得られた帰結と“snowball 
sample”を 2 つのカテゴリーに区分したうえ
で、その必須性をチェックすることによって
整合的に説明することが可能であるからで
ある。それ故、Clarksonの尺度による検討は、
ARIB 特許プールをめぐる特許空間では「特

許の藪」が存在することを示唆することにな
る。この意味で、Clarksonが提起した尺度は
有益であるが、「特許の藪」を検証するため
にはプール特許と“snowball sample”のネ
ットワークの間の関係を精査することが非
常に重要であることが示された。 

なお、その結果を基に、研究会議に米国研
究者 Clarkson 氏を招聘し、その有用性を巡
り討論した。          
 
⑤ わが国の特許プールに対して競争政策
上問題とされたリーディングケースである
「パチンコ機特許プール事件」についての
「法と経済学」的接近が行われた。この事件
に対する公正取引委員会勧告審決が認定し
た事実そのものに遡って、プールがもたらし
た競争上の効果についての検討が加えられ
た。プールが形成された歴史的経過とその変
遷が吟味された後、プールに集積された特許
権をめぐる特許引用関係を用いた社会ネッ
トワーク分析を通じて、これらの特許権の性
格が検討された。こうした分析を通じて、プ
ールに集積された特許権がパチンコ機製造
にとって必要不可欠なものであり、公取委審
決で問題とされた特許プールを通じた参入
排除が実効性を有していたことが明らかと
なった。これらの帰結をベースにして、本プ
ールに関して行われた審決の独占禁止法お
よび競争政策上の意味についての考察が行
われた。 

本研究の成果は政策の「事後検証」である。
今日、競争政策の事後評価が強く求められて
いるが、この研究は特許権を巡る競争政策事
件の事後検証としてパイオニア的研究であ
る。 
 
⑥ 近時世界的に、知的財産権を悪用した反
競争的行為が問題となっている。米国におい
ては、Rambus 事件、Qualcomm 事件、N-Data
事件等において、標準設定にからんだ特許権
の不当な行使が問題となっている。また、欧
州では、Microsoft(MS)事件（2004 年欧州委
員会決定、2007 年第一審裁判所判決）におい
て、MS 社が，ウィンドウズ OS が搭載された
パソコンと，MS 製でないワーク・グループ・
サーバーとの相互運用性（なおこれに関する
情報は知的財産権として保護されている）を
意図的に制限することにより，また，競争に
直面していたウィンドウズ・メディア・プレ
イヤーをほとんどのパソコンに搭載されて
いるウィンドウズ OS にバンドル販売するこ
とにより，EU におけるパソコン OS の独占的
地位を「てこ」として用いることで市場支配
的地位を濫用したとされた。その結果、同社
には、技術情報の開示，AV 再生ソフト未搭載
版の Windows の供給等，厳しい是正措置が課
されたほか、巨額の制裁金が課せられるに至



った。 
本研究は、この「欧州 Microsoft 事件」に

特に焦点を当て、詳細にその行為と EC の法
律解釈と政策執行を検討し、知的財産権を利
用した市場支配力の濫用と競争法の関係に
ついて明らかにした。EC のこの関係について
の対応における有効性と限界についての十
分な分析はこれまでない。本研究の成果はこ
の点を明らかにし、また日本の政策を考える
上でも不可欠である。 
 また、「マイクロソフト非係争条項事件」
（平成 20 年）について、欧米の非係争条項
の位置づけを考慮しながら、考察を加えた。 
 
⑦ 理論分析も多くの新たな知見を明らか 
にした。例えば、標準的なホテリングタイプ
の立地－価格モデルを用いて、「ライセンス
契約」が企業の製品差別化戦略に与える影響
を分析した。ライセンス契約が存在すると、
契約前の企業の費用格差やロイヤリティの
水準によらず最大差別化が実現されること
を明らかにした。また、費用削減投資の誘因
は総余剰最大化の観点から常に効率的にな
ることも明らかにした。これらの結果は、ラ
イセンス契約が存在しないケースと大きく
異なり、R&D を議論する際にはライセンス契
約を組み込むことが重要であることを明ら
かにした。 
 
⑧ また、費用削減技術に関して、「企業特 
殊的技術」と「補完的技術」の２種類の技術
が存在する場合に、企業は各技術に対しR&D
資源をどのように配分するかを、「製品差別
化」が存在する複占モデルを用いて分析した。
特に、２つの企業の補完的技術がどの程度の
補完性をもつかによって、結論が大きく変わ
る。主要な結論は次の通りである。補完性の
高い補完的技術を用いる産業では、企業特殊
的技術への投資比率が社会的に過大となり、
補完的技術への投資比率が過少となる。補完
性の低い補完的技術を用いる産業では、その
逆が成立する。また、最終財市場において製
品差別化の程度が高い場合、補完的技術にお
ける補完性水準が高くなるほど企業の利潤
が増加する。一方、製品差別化の程度が低い
市場においては、補完性水準が高くなるほど
企業の利潤が減少することがある。 

これまで、補完的技術と企業特殊的技術の
両方をモデルに組み込んだ研究はほとんど
ない。本研究の成果は、今後の技術戦略およ
び競争政策のあり方を検討する上で参考と
なるものである。 
 
⑨ 「特許プール」の収入を特許保有者間 
で配分する際の配分ルールが経済厚生にど
のような影響を与えるかを、複占市場モデル
を用いて分析した。配分ルールが市場に及ぼ

す影響は、特許保有者と特許利用者（製品の
製造業者）の間の垂直的関係によって異なる。
本研究では、次の３種類の垂直的関係を分析
している；Ⅰ特許保有者と特許利用者が異な
る主体であり、２つの特許保有者と２つの特
許利用者が存在するケース（垂直的分離ケー
ス）、Ⅱ特許保有者が特許利用者そのもので
あり、２つの垂直的企業が存在するケース
（垂直的統合ケース）、Ⅲ１つの垂直的統合
企業、１つの専業的特許保有者、１つの専業
的製造業者が存在するケース（半垂直的統合
ケース）。分析結果はそれぞれ次の通りであ
る。垂直的分離ケースでは、配分ルールの変
化は経済厚生に影響せず、垂直的統合ケース
では、費用効率的な企業への配分割合を高め
ると、経済厚生が悪化する。半垂直的統合ケ
ースでは、専業特許保有者への配分割合を高
めると、経済厚生が悪化する。      

従来の特許プールの研究において、プール
収入の配分ルールが経済厚生にどのような
影響を与えるかを分析したものは存在せず、
本研究が初めての試みである。本研究の成果
は、特許プールの運用が市場の効率性にいか
なる影響を与えるかについて明確な結論を
示しており、競争政策上の意義が十分に含ま
れるものである。 
 
⑩ 技術革新の過程では、特許の質や価値が
重要な要因である。そこで、実際のデータを
利用して、「特許の質」が「陳腐化率」と「特
許の価値」にどのように影響を与えるかを考
察した。特許の陳腐化率と初期の価値を推定
することによって、産業ごとに特許の価値を、
質を考慮して定量的に求めた。そのさい、特
許の質についても定量化が可能であり、社会
的にも有用であることがわかった。また、産
業間の違いも明らかにできた。さらに、方法
的にも、ordered probit model の有効性、特
許の質としての被引用数の有効性なども確
認した。 
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